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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年１０月２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１１月８日 ０４時００分ごろ 

発生場所 高知県高知市高知港 

高知港口防波堤灯台から真方位００１°１７０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°３０.２′ 東経１３３°３５.０′） 

事故調査の経過  平成２５年１２月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 砂利採取石材等運搬船 第壱幸
さち

丸、１９９トン 

   １２９９７０、個人所有 

   ４９.８０ｍ×１１.００ｍ×５.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２年４月１６日 

Ｂ 油タンカー 神社
じんじゃ

丸、１９７トン 

   １３４１５３、辻岡海運有限会社 

   ４７.５６ｍ×８.００ｍ×３.４０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、４４１kＷ、平成７年１２月１２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６７歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１０年２月２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年５月８日 

    免状有効期間満了日 平成３０年７月２３日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６５歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５９年１１月５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年６月２５日 

    免状有効期間満了日 平成２６年１１月４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に凹損及び亀裂、球状船首部に凹損 

Ｂ 船首部に圧壊 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、法定の灯火を表示し、船長Ａ

が、０.５海里（Ｍ）レンジとしたレーダー１台及びＧＰＳプロッタ
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ーを作動させ、機関を半速力前進として約７～８ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）により、甲板員１人に見張りを行わせ、平

成２５年１１月８日０３時５４分ごろ、手動操舵で高知水路に沿って

左に変針し、約９knの速力となって東進していた。 

 船長Ａは、０３時５７分ごろ、右舷船首約１０゜～１５゜に高知水

路の東口に向かって西北西進するＢ船の白灯２個及び赤灯１個を初認

したが、Ｂ船が、高知水路の東口に向けて大回りに左に転じるものと

思い、Ｂ船と左舷対左舷で通過するつもりで東北東進した。 

 船長Ａは、０３時５８分ごろ、高知水路の東口を出航し、いつもの

ように港口防波堤に沿って右転しながら、南防波堤南東端北方沖に向

かう予定で南東進中、Ｂ船が急に左に変針し、紅、緑２灯が見えると

間もなく、０４時００分ごろ港口防波堤東端北方沖において、Ａ船の

船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、直ちに機関を中立とし、携帯電話で海上保安部に衝突し

た旨の通報を行い、高知港内に錨泊した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、法定の灯火を表示し、船長Ｂ

が、単独で操船を行い、機関を全速力前進として約９kn の速力で自動

操舵により、高知水路に入航しようとして西北西進していた。 

 船長Ｂは、０３時５４分ごろ、南防波堤南東端北方沖を航行中、左

舷船首２０゜１.５Ｍ付近にＡ船の白灯１個及び緑灯１個を認めた

後、Ａ船が近くなることを避けるため、機関を半速力前進とし、高知

水路の東口に向けて約６kn の速力で航行を続け、０３時５８分ごろ、

Ａ船が左舷船首約１０゜となったが、白灯が１個のＡ船が引船であ

り、仮防波堤の東方に向けて航行するものと思い、左舵を取り、Ａ船

に向けて探照灯を２回照射し、約１０゜左に変針した。 

 船長Ｂは、０３時５９分ごろ、右舷船首方間近に迫ったＡ船が、針

路を右に転じたので、機関を停止して左舵一杯とし、急いで機関を全

速力後進として西南西進中、０４時００分ごろ約１kn の速力でＢ船の

船首部とＡ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ｂは、海上保安部に衝突した旨の通報を行い、浸水がないこと

を確認した後、高知港内に錨泊した。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 １、視界 良好  

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

日出時刻 ０６時３０分 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、漁船の船長職を経た後、平成２１年ごろからＡ船船長と

なり、高知県四万十
し ま ん と

町志和沖で海砂を採取し、高知港で荷揚げを行う

航海を月に５回～７回行っており、高知港への出入りを幾度も行って

いた。 

 Ａ船は、空船であり、船首喫水が約２.７ｍであった。 



- 3 - 

 船長Ａは、衝突直前、Ｂ船の作業灯が点灯したことを認めたが、Ｂ

船の意図が理解できなかった。 

 船長Ｂは、長い間、内航貨物船に船長として乗船し、約５年前から

Ｂ船船長の休暇時の交替のため、月に約５日間、代理の船長として乗

り組んでおり、高知港には幾度も入港した経験があった。 

 Ｂ船は、Ａ重油約５３２キロリットルを積み、喫水が、船首２.９

ｍ、船尾３.６ｍであった。 

 船長Ｂは、発光による操船信号のつもりで探照灯を照射した。 

 本事故当時には、高知水路を航行する船舶に対する航行管制信号

は、自由信号であり、１,０００トン（油送船は５００トン）未満の

入出航船の入出航に制限はなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、高知港を東北東進中、入港するＢ船の灯火を認め、港口防

波堤と仮防波堤間の出入口付近で出会うおそれのある状況となった

際、船長Ａが、Ｂ船が高知水路の東口に向けて大回りに左に転じるも

のと思い、高知水路の東口を出航し、いつものように港口防波堤に沿

って右転しながら、航行していたことから、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

 Ｂ船は、高知港を西北西進中、出港するＡ船の白灯１個を認め、港

口防波堤と仮防波堤間の出入口付近で出会うおそれのある状況となっ

た際、船長Ｂが、Ａ船が仮防波堤の東方に向けて航行するものと思い

込み、左舷船首方にＡ船を認めていたものの、左に変針して航行を続

けたことから、接近して機関を停止するなどしたが、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、高知港において、Ａ船が東北東進中、Ｂ船が西北

西進中、両船が港口防波堤と仮防波堤間の出入口付近で出会うおそれ

のある状況となった際、船長Ａが、Ｂ船が高知水路の東口に向けて大

回りに左に転じるものと思い、高知水路の東口を出航し、いつものよ

うに港口防波堤に沿って右転しながら、航行しており、また、船長Ｂ

が、Ａ船が仮防波堤の東方に向けて航行するものと思い込み、左舷船

首方にＡ船を認めていたものの、左に変針して航行を続けたため、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  Ｂ船の船舶所有者は、Ｂ船運航会社と共に、本事故に至る検証を行

い、乗組員に対する再発防止講習会及びＢＲＭ訓練を実施し、安全管

理規程に基づく特殊運航手順書の見直しなどを行うとともに、ＡＩ

Ｓ、簡易型電子海図等の航海支援装置の新設を行った。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

 ・港口付近を航行する船舶は、見張りを常に適切に行い、出会うお

それのある他船をできる限り、早期に発見するように努めるこ

と。 

 ・防波堤等で形成された出入口に接近する入航船は、港則法の規定

に基づき、同出入口を出航する船舶の進路を避けること。 

 ・港内等限られた水域において、他船と接近するときは、切迫した

危険が生じることに備え、注意深く航行すること。 

 ・防波堤等で形成された出入口に接近する出航船は、入航船が適切

な動作を取っていないことが明らかとなった場合には、警告信号

を行うとともに、減速するなどの衝突を避けるための動作をとる

こと。 

 ・発光による操船信号を行う場合には、白色の全周灯により行うこ

と。 

 

付図１ 推定航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


